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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】平成28年9月8日(2016.9.8)

【公開番号】特開2015-47194(P2015-47194A)
【公開日】平成27年3月16日(2015.3.16)
【年通号数】公開・登録公報2015-017
【出願番号】特願2013-178897(P2013-178897)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｂ   6/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｂ    6/00     ３６０Ｂ
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【手続補正書】
【提出日】平成28年7月25日(2016.7.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体にＸ線を照射するＸ線管と、
　前記被検体を透過したＸ線を検知するＸ線検出器と、
　前記被検体を載置して前記被検体の体軸方向に移動する天板と、
　前記Ｘ線検出器の検出結果に基づくＸ線画像を記憶する記憶装置と、
　制御部と、
　操作を行う操作部と、
　表示部と、を備え、
　前記記憶装置には、前記被検体の関心領域を重なり合う複数の撮影位置に分けて撮影し
たＸ線画像が記憶され、
　前記表示部に前記Ｘ線画像の撮影位置が複数表示され、表示された前記撮影位置を選択
することにより選択された前記撮影位置の前記Ｘ線画像が表示され、
　撮影された複数のＸ線画像から長尺画像を生成するためのＸ線画像が特定され、前記特
定されたＸ線画像に基づいて長尺画像が生成される、ことを特徴とするＸ線診断装置。
【請求項２】
　請求項１に記載のＸ線診断装置において、
　表示された少なくとも２つの前記Ｘ線画像の位置関係を調整する位置調整部が設けられ
、前記位置調整部の操作に基づき表示された前記Ｘ線画像の位置関係が変わることを特徴
とする、ことを特徴とするＸ線診断装置。
【請求項３】
　請求項１に記載のＸ線診断装置において、
　前記記憶装置には、複数の撮影位置に分けて撮影された複数のＸ線画像に加え、前記複
数のＸ線画像の撮影位置を表す情報が記憶され、前記表示部に画面に設けられる表示領域
の座標に従って、前記複数の撮影位置がその撮影位置を表す情報に基づく前記表示領域の
座標位置に表示される、ことを特徴とするＸ線診断装置。
【請求項４】
　請求項３に記載のＸ線診断装置において、
　前記天板の位置を制御する寝台制御部とＸ線を発生するＸ線管の位置を制御する機構制
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御部とが設けられ、前記撮影位置を表す情報は前記天板の位置と前記Ｘ線管の位置に対応
している、ことを特徴とするＸ線診断装置。
【請求項５】
　請求項４に記載のＸ線診断装置において、
　前記Ｘ線検出器によって造影剤が注入された前記被検体を透過した前記Ｘ線が検出され
、前記Ｘ線検出器による検出結果を所定時間間隔で連続して前記表示部で表示することに
より、前記表示部の画面には、前記被検体を流れる前記造影剤の状態が表示され、撮影指
示の操作に基づき、前記Ｘ線検出器の検出結果がＸ線画像として取り込まれ、その時の撮
影位置を表す情報と共に前記記憶装置に記憶される、ことを特徴とするＸ線診断装置。
【請求項６】
　請求項４に記載のＸ線診断装置において、
　前記天板の移動操作に基づく新たな撮影位置が、前の撮影位置と体軸方向において重な
り合うかを演算し、重なりあわない場合に警告を行う、ことを特徴とするＸ線診断装置。
【請求項７】
　請求項１に記載のＸ線診断装置において、
　選択された前記撮影位置において複数のＸ線画像が撮影されている場合に、前記選択操
作により前記複数のＸ線画像の内の１つが表示され、さらに表示されていない前記複数の
他のＸ線画像を表示する記号が表示され、前記記号が操作されることにより、前記複数の
他のＸ線画像が表示される、ことを特徴とするＸ線診断装置。
【請求項８】
　請求項１に記載のＸ線診断装置において、
　前記撮影位置が選択されると選択された前記撮影位置のＸ線画像が表示され、接合処理
に使用する前記適用画像の決定操作を行うと、前記撮影位置の前記Ｘ線画像が、適用画像
を表す表示に変わる、ことを特徴とするＸ線診断装置。
【請求項９】
　請求項１または請求項８に記載のＸ線診断装置において、
　互いに重なり合う複数の前記撮影位置が、表示部に設けられた表示領域に表示され、前
記撮影位置が選択されると選択された前記撮影位置のＸ線画像が最前面に表示され、さら
に他の選択位置が新たに選択されると新たに選択された撮影位置のＸ線画像が最前面に表
示される、ことを特徴とするＸ線診断装置。
【請求項１０】
　Ｘ線管が発生したＸ線を被検体に照射する第１ステップと、
　前記被検体を透過したＸ線検出器によりＸ線を検知する第２ステップと、
　前記被検体を載置する天板を前記被検体の体軸方向に移動する第３ステップと、
　前記Ｘ線検出器の検出結果に基づき、前記被検体の関心領域を重なり合う複数の撮影位
置に分けて撮影したＸ線画像を記憶装置に記憶する第４ステップと、
　前記Ｘ線画像を表示部に表示する第５ステップと、
　前記表示部に前記Ｘ線画像の撮影位置が複数表示される第６ステップと、
表示された前記撮影位置を選択することにより選択された前記撮影位置の前記Ｘ線画像が
表示される第７ステップと、
　撮影された複数のＸ線画像から長尺画像を生成するためのＸ線画像が特定される第８ス
テップと、
　前記特定されたＸ線画像に基づいて長尺画像が生成される第９ステップと、
　を備えることを特徴とするＸ線診断装置のデータ処理方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
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　本発明は、被検体にＸ線を照射してＸ線画像を撮影するＸ線診断装置およびそのデータ
処理方法に関する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００２】
　Ｘ線診断装置は、被検体にＸ線を照射し、被検体を透過したＸ線をＸ線検出器で検出す
ることにより被検体のＸ線信号を検出し、検出したＸ線信号に基づいてＸ線画像を生成す
る。生成したＸ線画像は、表示装置に表示されたり、Ｘ線診断装置に接続されているプリ
ンタに送信されて印刷されたり、ネットワークを利用して外部のサーバーに送信されたり
する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００３】
　撮影されたＸ線画像は、体の色々な部分の診断に利用される。このため診断目的、診断
対象部位によって、複数のＸ線画像が繋ぎ合わされて診断に使用されるＸ線画像が生成さ
れる場合がある。これについて、以下、下肢静脈の形状などを確認する下肢静脈造影検査
の例で説明する。この検査では、足背静脈に造影剤を注入して血管内を流れる造影剤の撮
影画像を取得する。このように血管内を流れる造影剤の撮影画像を撮影することにより、
下肢静脈の形状などの情報を得るための下肢静脈造影検査が行われる。得られたＸ線画像
から、静脈の閉塞、狭窄、副行路の形成、弁の異常、静脈血栓、静脈瘤等の色々な病変を
確認することができる。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００４】
　下肢静脈造影検査では、造影剤が血管内を移動することにより関心領域がＸ線検出器の
撮影範囲を超えることがしばしば生じる。この場合には、造影剤の移動を追いかけるよう
にＸ線診断装置のＸ線検出器又は天板を移動させながら、関心領域を複数の撮影にてカバ
ーするように造影像を撮影する。このようにした複数の撮影を行うことにより、関心領域
をカバーする下肢全体の静脈血管の造影像を撮影する。複数の撮影を行うことにより、下
肢の関心領域の静脈血管の造影像を撮影した後、複数の静脈血管の造影画像はお互いを貼
り合わせて一枚の医用画像として合成する。このようにして全撮影領域が一望できるよう
な画像である長尺画像を生成する。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　Ｘ線撮影が不十分であった場合に改めてＸ線撮影を行うことは大変な無駄であり、また
被検体への影響が大変大きい。特に造影像を用いたＸ線撮影が不十分であった場合に、再
検査の実施は臨床上大変な困難を伴う。従って、単に関心領域をカバーする目的だけでな



(4) JP 2015-47194 A5 2016.9.8

く、より適切なＸ線画像を得るために、必要以上の像、例えば造影像が撮影される。診断
に使用する医療用画像を生成するために互いに貼り合わせるＸ線画像をＸ線撮影された画
像から選び出す作業が生じる。撮影されたＸ線画像が多い場合には多くのＸ線撮影された
画像から貼り合わせに使用する画像を選択する作業が生じる。複数の撮影画像からあるい
は多くの撮影画像から、貼り合わせるＸ線画像を選択する作業をより効率的に行えること
が望ましい。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　上記課題を解決するために、本発明のＸ線診断装置は、被検体にＸ線を照射するＸ線管
と、前記被検体を透過したＸ線を検知するＸ線検出器と、前記被検体を載置して前記被検
体の体軸方向に移動する天板と、前記Ｘ線検出器の検出結果に基づくＸ線画像を記憶する
記憶装置と、制御部と、操作を行う操作部と、表示部と、を備え、前記記憶装置には、前
記被検体の関心領域を重なり合う複数の撮影位置に分けて撮影したＸ線画像が記憶され、
前記表示部に前記Ｘ線画像の撮影位置が複数個表示され、表示された前記撮影位置を選択
することにより選択された前記撮影位置の前記Ｘ線画像が表示され、撮影された複数のＸ
線画像から長尺画像を生成するためのＸ線画像が特定され、前記特定されたＸ線画像に基
づいて長尺画像が生成される、ことを特徴としている。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　制御部１５０は、Ｘ線検出器８０により検出された画像データを基に、種々の画像処理
を行う装置である。
　制御部１５０は、Ｘ線検出器８０で検出されてデジタル信号に変換された画像データを
受信し、受信した画像データに基づいて診断に供するように画像処理を行い、画像処理さ
れた画像データをデータ処理部１７０に送信する。制御部１５０では、例えば、ガンマ変
換や、階調変換処理や、その他、画像の拡大や縮小、画像の上下や左右の反転、白黒の反
転などを含む色々な画像処理が行われる。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３２】
　図２に記載された表示部２００の操作画面２１０の表示領域２５２には、Ｘ線画像の接
合処理を行う対象となっている一連のＸ線画像のファイル名や、 被検体名や、 被検体の
性別や、 被検体の年齢や、一連の撮影を行った検査業務を特定するための検査ＩＤや、
検査対象の部位、などが表示される。また表示領域２５４は、検査中に撮影されたＸ線画
像の中から、長尺画像を生成するのに使用するＸ線画像を選択する操作に使用される。検
査中に撮影された各Ｘ線画像には順に番号が付される。
　図示の画像特定欄２５６に記載された番号は、上述の番号であり、この番号により各Ｘ
線画像を特定することができる。但し各画像の特定は、この方法に限るものではなく、各
撮影画像を特定する機能を有していればよく数字だけでなく文字を使用しても良い。表示
領域２５２には画像番号欄２５６や、選択の指示を行う適用欄２５７や、表示の順位ある
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いは接合の順位を指示する順位欄２５８が設けられている。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３４】
　長尺画像生成ボタン２７２は表示領域２５０にて選定した元画像の画像データから長尺
画像の生成を実行するボタンである。終了ボタン２７４は長尺画像生成画面を終了するボ
タンである。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８６】
　〔６．撮影漏れの検出〕
　長尺画像の撮影において、撮影漏れが生じないようにすることが重要である。 被検体
の体軸方向において、撮影画像が互いに重なりを持ってつながることが望ましい。もし重
なり部分が途中で途切れると、長尺画像を生成することが困難となる。図２２は一定時間
毎に実行され、上記課題を解決するフローチャートである。図１２のフローチャートが短
い周期で実行されるので、操作者にとっては常に本フローチャートが動作しているかのご
とく機能する。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８７】
　ステップＳ４００が開始され、ステップＳ４０２で撮影位置が 被検体の体軸方向に移
動したかどうかが、検知される。移動していなければステップＳ４１２、ステップＳ４１
４およびステップＳ４１６の実行は必要が無いので、ステップＳ４３２の実行に移る。撮
影位置が移動した場合には、新たに移動した撮影位置が一つ前の撮影位置に対して重なり
部分を有するか否かをステップＳ４１２で演算する。例えば天板６０を移動し過ぎたため
に重なり部分が無いことがステップＳ４１２の演算で明らかになると、ステップＳ４１４
から実行がステップＳ４１６に移る。ステップＳ４１６でエラーを表示し、また撮影位置
に重なり部分が無いことを警告表示する。
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８９】
　ステップＳ４３２で撮影が終了したかどうかを判断し、もし撮影が終了した場合には、
ステップＳ４３４で撮影漏れが無いかどうかが演算される。ステップＳ４３４の演算の結
果重なり部分を介して各Ｘ線画像が繋がる場合には、撮影漏れが無いと判断する。もし漏
れがあればステップＳ４４４に実行が移り、警告が発せられ、エラー表示が出る。この時
点で問題点が見付かれば、 被検体は天板６０に載置された状態であり、漏れた部分のＸ
線撮影を行うなどの対応を行うことができる。
【手続補正１４】
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【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【図１】
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